
 

大分市発注工事における社会保険等未加入対策の取扱いについて 

 

 

１．社会保険等未加入対策の目的 

下請契約を締結する工事において、受注者は原則として、社会保険等未加入建設業者を下

請契約の相手方としてはならないこととし、本市発注の建設工事における一次下請業者から

社会保険等未加入建設業者を排除する。 

ただし、適用除外（社会保険等の加入義務がない者）及び許可を受けないで建設業を営む

ことができる者（無許可業者）については、排除の対象としない。 

 

２．社会保険等未加入建設業者の定義 

建設業許可を有する者で、次のいずれかの届出の義務を履行していないものをいう。 

（１）健康保険法第４８条の規定による届出 

（２）厚生年金保険法第２７条の規定による届出 

（３）雇用保険法第７条の規定による届出 

 

３．社会保険等未加入建設業者の確認方法 

当該工事の監督員は、一次下請業者について、受注者から提出された施工体制台帳の「健

康保険等の加入状況」欄において、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況を確認

する。 

なお、すべての加入状況が「加入」又は「適用除外」及び許可を受けないで建設業を営む

ことができる者（無許可業者）であれば、社会保険等未加入建設業者に該当しないものとす

る。 

 

４．一次下請業者が社会保険等未加入建設業者である場合の措置 

（１）社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結せざるを得ない理由の請求 

①  当該工事の監督員は、施工体制台帳の写し及び下請契約書の写しを速やかに契約担

当課に送付する。 

②  契約担当課は、受注者に対し、様式１により「当該下請契約を締結せざるを得ない

具体的な理由を記載した書面（様式２（以下「理由書」という。））を７日以内に提出

する」旨を通知する。 

③  受注者から理由書が提出された場合は、契約担当課及び工事担当課は、理由書に記

載された事項の詳細について、必要に応じてヒアリングを実施するなどにより確認を

行い、受注者が当該未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難に

なること等の特別の事情に該当するか否かについて判断する。 

なお、理由書が提出されなかった場合は、当該特別の事情を有しないものとみなし、



様式３により大分市建設工事請負契約約款（以下「約款」という。）の規定に違反してい

る旨を通知する。 

また、特別の事情を有するものと認められなかった場合、契約担当課は受注者に対

し、様式４により約款の規定に違反している旨を通知する。 

（２）受注者に対する通知 

① 特別な事情を有すると認められる場合 

契約担当課は、受注者に対し、様式５により当該特別の事情を有すると認めた旨を通

知するとともに、併せて一定の指定期間内（３０日以内）に当該未加入建設業者が未加

入の社会保険等につき届出の義務を履行した事実を確認することができる書類（様式６

（以下「確認書類」という。）という。）を提出するよう求める。 

なお、受注者から指定期間内に確認書類が提出されなかった場合は、様式７により約

款の規定に違反している旨を通知する。 

 

５．許可権者による指導等 

契約監理課は、当該未加入建設業者の許可権者（大分県知事、又は国土交通大臣、他の都

道府県知事）に報告する。 

また、約款の規定違反については、「大分市建設工事等に係る指名停止要領等の措置に関す

る要領」に基づき指名停止措置となった場合は、当該工事における工事成績評定点を減点す

るものとする。 

 

６．その他 

工期終了後に、一次下請業者が社会保険等未加入建設業者であることが確認された場合に

あっては、上記４、５の規定に準じて取り扱う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


